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　勤務条件に関する措置の要求の審査に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和３年４月19日

	 長野県人事委員会委員長　林　　　新一郎　

長野県人事委員会規則第６号

　	　　勤務条件に関する措置の要求の審査に関する規則等の一部を改正する規則

　（勤務条件に関する措置の要求の審査に関する規則の一部改正）

第１条　勤務条件に関する措置の要求の審査に関する規則（昭和26年長野県人事委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

　　第２条第２項中「かつ」及び「記名押印し、又は署名して」を削る。

　（不利益処分についての審査請求に関する規則の一部改正）

第２条　不利益処分についての審査請求に関する規則（昭和38年長野県人事委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。

　　第４条第２項中「記載し、かつ、審査請求人が記名押印し、又は署名しなければ」を「記載しなければ」に改める。

　　第７条第10項中「署名押印して」を「署名して」に改める。

　　第14条第４項中「、かつ」及び「記名押印し、又は署名して、」を削る。

　（公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する異議の審査の請求に関する規則の一部改正）

第	３条　公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する異議の審査の請求に関する規則（昭和48年長野県人事　　

委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

　　本則第２項中「、かつ」及び「記名押印し、又は署名して、」を削る。
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長野県佐久地域振興局告示第１号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第291条の３第１項の規定により、令和３年３月31日付けで佐久広域連合の規約の変

更を許可しました。

　　令和３年４月19日

	 長野県佐久地域振興局長　高　橋　　　功

砂	防	課

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

人事委員会事務局

長野県告示第242号

　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地

崩壊危険区域に指定します。

　その関係図面は、長野県建設部砂防課並びに長野県木曽建設事務所及び木曽町役場に備え置きます。

　　令和３年４月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

区域名 区域の範囲 市町村名 大字又は町名 字 地　番 標柱番号

中谷 (２) 右に掲げる地番の土地に

存する標柱１号から 10号

までを順次結んだ線及び

標柱１号と 10号を結ん

だ線に囲まれた土地の区

域。

木曽郡木曽町

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

新開

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

6549番１

6550番１

6550番３

6483番ロ

6487番８

6550番３地先道路敷

6507番１

6507番ニ

6511番５

１号

２号

３号及び４号

５号

６号

７号

８号

９号

10号

長野県告示第243号　

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、県営住宅を退去した者の家賃、駐車場使用料及

び県営住宅目的外使用料の収納の事務を次のとおり委託しました。

　　令和３年４月19日

	 長野県知事　阿　部　守　一

受託者

氏　　　　名 住　　　　　　　　所 委　託　期　間

弁護士法人ブレイン

ハート法律事務所

東京都千代田区丸の内三丁目４番１

号　新国際ビル４階

令和３年４月１日から

令和４年３月31日まで

建築住宅課公営住宅室


